
新宿区国民保護計画変更　　新旧対照表 資料４

計画該当項 新 旧

Ｐ７
第１編第３章

Ｐ8
第１編第３章

Ｐ8
第１編第３章

Ｐ9
第１編第４章

面積１８．２２Ｋ㎡ 面積１８．２３Ｋ㎡

Ｐ9
第１編第４章

※表の変更 月別平均気温と降水量の表

Ｐ9
第１編第４章

人口総数は、３２７，７１２人（住民基本台帳人口、平成２７年１月１
日現在）

人口総数は、３０５，５３６人（住民基本台帳人口及び外国人登録者
数、平成１８年１月１日現在）

Ｐ9
第１編第４章

人口密度は、１７，９８６人／Ｋ㎡ 人口密度は、１６，７６０人／Ｋ㎡

Ｐ9
第１編第４章

昼間人口密度で、１３５，０００人／Ｋ㎡を越えている。 昼間人口密度で、１２５，０００人／Ｋ㎡を越えている。

Ｐ１０
第１編第４章

総延長は、３５４．４ｋｍに達している。 総延長は、３４５，２１７メートルに達している。

Ｐ１０
第１編第４章

通過し、５，２３０メートルである。 通過し、３，２４０メートルである。

Ｐ１０
第１編第４章

区内には、１５路線４６駅がネットワークを築いており、特にＪＲ新宿
駅を中心とするターミナルは、ＪＲ、私鉄、地下鉄の１０路線が乗り入
れ、一日の乗降客数は３３５万人を超える。

区内には、１０路線３９駅がネットワークを築いており、特にＪＲ新宿
駅を中心とするターミナルは、ＪＲ、私鉄、地下鉄の６路線が乗り入
れ、一日の乗降客数は３２８万人を超える。

Ｐ１０
第１編第４章

特別区の存する区域における消防は、消防組織法第２７条の規定に基づ
き都知事が管理している。

特別区の存する区域における消防は、消防組織法第２４条の規定に基づ
き都知事が管理している。

Ｐ１０
第１編第４章

地上高１００メートル以上の超高層ビルが４０棟以上あり、東京都庁を
始めとして、多くが西新宿地区に集中し、

地上高１００メートル以上の超高層ビルが２６棟あり、東京都庁を始め
として、２５棟が西新宿地区に集中し、

Ｐ１３
第２編第１章

Ｐ１６
第２編第１章

Ｐ１６
第２編第１章

(1)東京消防庁（消防署）の初動体制の把握
区は、東京消防庁（消防署）からの情報提供及び情報収集により、その
初動体制を把握する。

(1)東京消防庁（消防署）の初動体制の把握
区は、東京消防庁（消防署）からの情報を受け、その初動体制を把握す
る。

Ｐ１７
第２編第１章

１　時点・文言修正

※指定行政機関の表修正（別紙１参照）

※自衛隊の表修正(別紙２参照）

※指定公共機関・指定地方公共機関の表修正(別紙２参照）

※区の各部等における平素の業務の表修正（別紙３参照）

※対策本部長、副本部長及び本部長の代替職員の表修正(別紙４参照）

※国民の権利利益の救済に係る手続き項目一覧の表修正(別紙５参照】
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新宿区国民保護計画変更　　新旧対照表 資料４

P１９
第２編第１章

（公財）日本中毒情報センター （財）日本中毒情報センター

Ｐ２２
第２編第１章

①　区は、知事から警報の内容の通知があった場合の住民及び関係団体
への伝達方法等についてあらかじめ定めておくとともに、住民及び関係
団体に伝達方法等の理解が行き渡るよう事前に説明や周知を図る。この
場合において、民生委員や社会福祉協議会、公益財団法人新宿未来創造
財団等との協力体制を構築するなど、高齢者、障害者、外国人等に対す
る伝達に配慮する。

①　区は、知事から警報の内容の通知があった場合の住民及び関係団体
への伝達方法等についてあらかじめ定めておくとともに、住民及び関係
団体に伝達方法等の理解が行き渡るよう事前に説明や周知を図る。この
場合において、民生委員や社会福祉協議会、国際交流協会等との協力体
制を構築するなど、高齢者、障害者、外国人等に対する伝達に配慮す
る。

Ｐ２９
第２編第２章

(3)高齢者、障害者等要配慮者への配慮
区は、避難住民の誘導に当たっては、高齢者、障害者等自ら避難するこ
とが困難な者の避難について、自然災害時への対応として作成している
避難支援プランを活用しつつ、要配慮者の避難対策を講じる。
その際、避難誘導時において、災害・福祉関係部署を中心とした横断的
な「要配慮者対策班」を迅速に設置し、都の要配慮者対策総括部との連
携した対応ができるよう職員の配置に留意する。

(3)高齢者、障害者等災害時要援護者への配慮
区は、避難住民の誘導に当たっては、高齢者、障害者等自ら避難するこ
とが困難な者の避難について、自然災害時への対応として作成している
避難支援プランを活用しつつ、災害時要援護者の避難対策を講じる。
その際、避難誘導時において、災害・福祉関係部署を中心とした横断的
な「災害時要援護者対策班」を迅速に設置し、都の災害時要援護者対策
総括部との連携した対応ができるよう職員の配置に留意する。

Ｐ３２
第２編第２章

Ｐ３４
第２編第３章

○国[警察庁、防衛省、消防庁、海上保安庁]は、ＮＢＣ攻撃により ○国[警察庁、防衛庁、消防庁、海上保安庁]は、ＮＢＣ攻撃により

Ｐ３８
第３編第１章

Ｐ４５
第３編第２章

③　留意事項
ア）　広報の内容は、事実に基づく正確な情報であることとし、また、
広報の時期を逸することの内容に迅速に対応すること。
イ）　区対策本部において重要な方針を決定した場合など、広報する情
報の重要性等に応じて、区長自ら記者会見を行うこと。
ウ）　都と連携した広報体制を構築すること。
エ）　関係する報道機関への情報提供をすること。
【関係報道機関一覧】→削除

③　留意事項
ア）　広報の内容は、事実に基づく正確な情報であることとし、また、
広報の時期を逸することの内容に迅速に対応すること。
イ）　区対策本部において重要な方針を決定した場合など、広報する情
報の重要性等に応じて、区長自ら記者会見を行うこと。
ウ）　都と連携した広報体制を構築すること。
④　関係する報道機関への情報提供
【関係報道機関一覧】

Ｐ５２
第３編第４章

Ｐ５３
第３編第４章 http://www.city.shinjuku.lg.jp/ http：//www.city.shinjuku.tokyo.jp

Ｐ５４
第３編第５章

要配慮者 災害時要援護者

Ｐ５８
第３編第５章

⑥要配慮者の避難方法の決定（避難支援プラン、要配慮者支援班の設
置）

⑥要援護者の避難方法の決定（避難支援プラン、災害時要援護者支援班
の設置）

※緊急物資等の配送の概要の表修正(別紙４参照)

※危機管理対策会議の構成等の表修正(別紙４参照)

※国民の権利利益の救済に係る手続き項目一覧の表修正(別紙５参照】
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新宿区国民保護計画変更　　新旧対照表 資料４

P５９
第３編第５章

３　避難住民の誘導
（１）区長による避難住民の誘導
①区長は、避難実施要領で定めるところにより、その職員を指揮し、消
防総監（消防署長）及び消防団員と協力し～

３　避難住民の誘導
（１）区長による避難住民の誘導
①区長は、避難実施要領で定めるところにより、その職員を指揮し、消
防総監及び消防団員と協力し～

Ｐ６０
第３編第５章

(6)高齢者、障害者等要配慮者への配慮等
区長は、高齢者、障害者等の避難を万全に行うため、要配慮者対策班を
設置し、都要配慮者対策総括部と連携しつつ、社会福祉協議会、民生委
員、介護保険制度関係者、障害者団体等と協力して、要配慮者への連
絡、運送手段の確保を的確に行うものとする。
なお、要配慮者の避難に関して、区は、避難場所、避難所等の拠点まで
の運送を支援する。

(6)高齢者、障害者等要援護者への配慮等
区長は、高齢者、障害者等の避難を万全に行うため、要援護者対策班を
設置し、都災害時要援護者対策総括部と連携しつつ、社会福祉協議会、
民生委員、介護保険制度関係者、障害者団体等と協力して、災害時要援
護者への連絡、運送手段の確保を的確に行うものとする。
なお、要援護者の避難に関して、区は、避難場所、避難所等の拠点まで
の運送を支援する。

Ｐ６５
第３編第５章

要配慮者 要援護者

Ｐ６６
第３編第５章

要配慮者 要援護者

Ｐ６７
第３編第６章

平成２５年内閣府告示第２２９号 平成１６年厚生労働省告示第３４３号

Ｐ６７
第３編第６章

内閣総理大臣 厚生労働大臣

Ｐ７４
第３編第７章

②　安否情報の回答に当たっては、必要最小限の情報の回答にとどめる
ものとし、負傷又は疾病の状況の詳細、死亡の状況等個人情報の保護の
観点から特に留意が必要な情報については、安否情報回答責任者（危機
管理担当部長）が判断する。

②　安否情報の回答に当たっては、必要最小限の情報の回答にとどめる
ものとし、負傷又は疾病の状況の詳細、死亡の状況等個人情報の保護の
観点から特に留意が必要な情報については、安否情報回答責任者（区長
室長）が判断する。

Ｐ８０
第３編第８章

(1)区が行う措置
区長は、武力攻撃災害に対する東京消防庁の対応措置が適切に行われる
よう、武力攻撃等や被害情報の早急な把握に努めるとともに、警察等と
連携し、効率的かつ安全な活動が行われるよう必要な措置を講じる。

(1)区が行う措置
区長は、東京消防庁による武力攻撃災害への対応措置が適切に行われる
よう、武力攻撃等や被害情報の早急な把握に努めるとともに、警察等と
連携し、効率的かつ安全な活動が行われるよう必要な措置を講じる。

Ｐ８９
第３編第１０
章

保健活動班を編成して 保健師班を編成して

Ｐ９０
第３編第１０
章

①　区は、地域防災計画の定めに準じて、「災害廃棄物対策指針」（平
成２６年環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策課作成）及び「特別区
災害廃棄物処理対策ガイドライン」（平成２７年３月特別区清掃主管部
長会作成）等を参考としつつ、廃棄物処理体制を整備する。
②　区は、廃棄物関連施設などの被害状況の把握を行うとともに、「特
別区災害廃棄物処理対策ガイドライン」に基づき、特別区、清掃一部事
務組合、清掃協議会、東京都及び関係事業者と緊密な連携を図りながら
処理を行う。

①　区は、地域防災計画の定めに準じて、「震災廃棄物対策指針」（平
成１０年厚生省生活衛生局作成）及び「特別区災害廃棄物処理対策ガイ
ドライン」（平成２７年３月特別区清掃主管部長会作成）等を参考とし
つつ、廃棄物処理体制を整備する。
②　区は、廃棄物関連施設などの被害状況の把握を行うとともに、処理
能力が不足する、または不足すると予測される場合については、都に対
して他の区市町村との応援等にかかる要請を行う。
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新宿区国民保護計画変更　　新旧対照表 資料４

Ｐ９１
第３編第１１
章

（２）区税の減免等 （２）公的徴収金の減免等

資料編 削除 資料１～資料７
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新宿区国民保護計画変更　　新旧対照表 資料４

計画該当項 新 旧

Ｐ２２
第２編第１章

③　警報の伝達にあたっては、区ホームページへの掲載、ツイッター及
び安全安心メールの活用、広報車の使用、自主防災組織による伝達、自
治会等への協力依頼などの防災行政無線による伝達以外の効果的な方法
も検討する。

③　警報の伝達にあたっては、広報車の使用、自主防災組織による伝
達、自治会等への協力依頼などの防災行政無線による伝達以外の効果的
な方法も検討する。

Ｐ２２
第２編第１章

（２）防災行政無線の運用・管理
　武力攻撃事態等における警報や避難措置の指示等が迅速かつ確実に通
知・伝達されるよう、緊急情報ネットワークシステム（Ｅｍ－Ｎｅ
ｔ）、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、東京都防災行政無線
及び新宿区防災行政無線等を中心に、総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡ
Ｎ）等の公共ネットワーク、地域衛星通信ネットワーク等の情報通信手
段の的確な運用・管理を行う。

（２）防災行政無線の整備
　区は、武力攻撃事態等における迅速な警報の内容の伝達等に必要とな
る同報系その他の防災行政無線の整備を図る。
　同報系防災行政無線の整備あたっては、国による全国瞬時警報システ
ム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）（＊）の開発・整備の検討を踏まえる。

Ｐ２２
第２編第１章

削除 (*)対処に時間的余裕のない弾道ミサイル攻撃に係る警報や自然災害にお
ける緊急地震速報、津波警報等を住民に瞬時かつ確実に伝達するため、
国が衛星通信ネットワークを通じて直接区市町村の同報系防災行政無線
を起動し、サイレン吹鳴等を行うシステム

Ｐ２３
第２編第１章

収集・報告すべき情報
１　避難住民（負傷した住民も同様）
①氏名②フリガナ③出生の年月日④男女の別⑤住所（郵便番号を含む）
⑥国籍⑦①～⑥のほか、個人を識別するための情報（前各号のいずれか
に掲げる情報が不明である場合において、当該情報に代えて個人を識別
することができるものに限る。）⑧負傷（疾病）の該当⑨負傷又は疾病
の状況⑩現在の居所⑪連絡先その他必要情報⑫親族・同居者への回答の
希望⑬知人への回答の希望⑭親族・同居者・知人以外の者からの照会に
対する回答又は公表の同意
２　死亡した住民（上記①～⑦に加えて）
⑧死亡した日時、場所及び状況⑨遺体が安置されている場所⑩連絡先そ
の他必要情報⑪①～⑩を親族・同居者・知人以外の者からの照会に対す
る回答への同意

収集・報告すべき情報の表　修正
１　避難住民（負傷した住民も同様）
①氏名②出生の年月日③男女の別④住所⑤国籍（日本国籍を有しない者
に限る。）⑥①～⑤のほか、個人を識別するための情報（前各号のいず
れかに掲げる情報が不明である場合において、当該情報に代えて個人を
識別することができるものに限る。）⑦負傷や疾病の有無⑧負傷又は疾
病の状況⑨現在の居所⑩連絡先その他安否の確認に必要と認められる情
報⑪安否情報の提供に係る同意の有無等
２　死亡した住民
（上記①～⑥、⑩に加えて）
⑫死亡の日時、場所及び状況⑬死体の安置場所⑭安否情報の提供に係る
配偶者等の同意の有無等

２　都計画変更内容との整合
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新宿区国民保護計画変更　　新旧対照表 資料４

Ｐ４８
第３編第３章

（２）国・都の現地対策本部との連携
　区は、国・都の現地対策本部が設置された場合は、連絡員を派遣する
こと等により、当該本部と緊密な連携を図る。また、運営が効率的であ
ると判断される場合には、必要に応じて、都・国と調整の上、共同で現
地対策本部を設置し、適宜情報交換を行うとともに、共同で現地対策本
部の運用を行う。
　国の現地対策本部長が武力攻撃事態等合同対策協議会（＊）を開催す
る場合には、区対策本部として当該協議会へ参加し、国民保護措置に関
する情報の交換や相互協力に努めるものとする。

＊国の現地対策本部長は、国民保護措置に関する情報を交換し、それぞ
れの実施する国民保護措置について相互に協力するため、必要に応じ、
現地対策本部と関係地方公共団体の国民保護対策本部等による武力攻撃
事態等合同対策協議会を開催するものとされている。

（２）国・都の現地対策本部との連携
区は、国・都の現地対策本部が設置された場合は、連絡員を派遣するこ
と等により、当該本部と緊密な連携を図る。また、運営が効率的である
と判断される場合には、必要に応じて、都・国と調整の上、共同で現地
対策本部を設置し、適宜情報交換を行うとともに、共同で現地対策本部
の運用を行う。

Ｐ６８
第３編第６章

(1) 収容施設の供与
①　避難所
ァ　避難所・二次避難所の開設
区は、当該区域内が避難先地域となった場合、都との調整に基づき、避
難先地域内に避難所を開設する。（都があらかじめ指定する大規模な施
設を避難所とする場合は都が開設する。）
ィ　避難所・二次避難所の管理・運営
区は、区の施設を避難所とする場合は、避難所の安全基準に基づき、施
設及び施設内の設備等を適切に保全する。（都の施設を避難所とする場
合は「都」、民間施設を避難所とする場合は「当該施設の管理者」が、
それぞれ管理を行う。）
また、避難所運営については、女性や要配慮者の視点への配慮に努め
る。

(1) 収容施設の供与
①　避難所
ァ　避難所・二次避難所の開設、運営
区は、当該区域内が避難先地域となった場合、都との調整に基づき、避
難先地域内に避難所を開設する。（都があらかじめ指定する大規模な施
設を避難所とする場合は都が開設する。）
ィ　避難所・二次避難所の管理
区は、区の施設を避難所とする場合は、避難所の安全基準に基づき、施
設及び施設内の設備等を適切に保全する。（都の施設を避難所とする場
合は「都」、民間施設を避難所とする場合は「当該施設の管理者」が、
それぞれ管理を行う。）

P６９
第３編第６章

②応急仮設住宅等の設置、運営
区は、避難が長期に及び場合や復帰後も住居が使用できない場合などに
おいて、都が設置する応急仮設住宅に関し、入居者の募集、選定及び入
居者管理を行う。

②応急仮設住宅等の設置、運営
区は、避難が長期に及び場合や復帰後も住居が使用できない場合などに
おいて、都が設置する長期避難住宅及び応急仮設住宅に関し、入居者の
募集、選定及び入居者管理を行う。

Ｐ７３
第３編第７章

２　都に対する報告
区は、都への報告に当たっては、原則として、「武力攻撃事態等におけ
る安否情報の収集・提供システム」（以下「安否情報システム」とい
う。）への入力で行い、安否情報システムが利用できない場合には、省
令様式第３号に必要事項を記載した書面（電磁的記録を含む。）により
都に送付する。ただし、事態が急迫している場合などこれらの方法によ
ることができない場合は、口頭や電話などでの報告を行う。

２　都に対する報告
区は、都への報告に当たっては、原則として、省令様式第３号に必要事
項を記載した書面（電磁的記録を含む。）により都に送付する。ただ
し、事態が急迫している場合などこれらの方法によることができない場
合は、口頭や電話などでの報告を行う。
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新宿区国民保護計画変更　　新旧対照表 資料４

Ｐ８４
第３編第８章

①　核攻撃等の場合
　　区は、核攻撃等による災害が発生した場合、国の対策本部による汚
染範囲の特定を補助するため、汚染の範囲特定に資する被災情報を都に
直ちに報告する。
　また、措置に当たる要因に防護服を着用させるとともに、被ばく線量
の管理を行いつつ、活動を実施させる。
　関係機関は、避難住民等（運送に使用する車両及びその乗務員を含
む。）のスクリーニング及び除染その他放射性物質による汚染の拡大を
防止するため必要な措置を講じる。

①　核攻撃等の場合
　　区は、核攻撃等による災害が発生した場合、国の対策本部による汚
染範囲の特定を補助するため、汚染の範囲特定に資する被災情報を都に
直ちに報告する。
　また、措置に当たる要因に防護服を着用させるとともに、被ばく線量
の管理を行いつつ、活動を実施させる。

Ｐ１０１
第５編第４章

(2)区長は、警察・消防・自衛隊等関係機関との連携を強化し、緊急対処
保護措置を迅速的確に行うため、必要に応じて区緊急対処事態現地対策
本部等を設置する。
また国の現地対策本部長が緊急対処事態合同対策協議会（＊）を開催す
る場合には、区対策本部として当該協議会へ参加し、緊急対処保護措置
に関する情報の交換や相互協力に努めるものとする。

＊国の現地対策本部長は、緊急対処保護措置に関する情報を交換し、そ
れぞれの実施する緊急対処保護措置について相互に協力するため、必要
に応じ、現地対策本部と関係地方公共団体の緊急対処保護対策本部等に
よる緊急対処事態合同対策協議会を開催するものとされている。

(2)区長は、警察・消防・自衛隊等関係機関との連携を強化し、緊急対処
保護措置を迅速的確に行うため、必要に応じて区緊急対処事態現地対策
本部等を設置する。

Ｐ１０６
第５編第４章

①　初動対処
区は、都及び警察・消防・自衛隊等関係機関と連携し、速やかに警戒区
域を設定するとともに、その区域外において住民等の安全確保及びパ
ニック防止のための措置を講じる。

①　初動対処
区は、都から派遣される緊急時放射線調査チーム及び警察・消防・自衛
隊等関係機関と連携し、速やかに警戒区域を設定するとともに、その区
域外において住民等の安全確保及びパニック防止のための措置を講じ
る。

Ｐ１０６
第５編第５章

④　汚染への対処
ア　区は、都及び警察・消防・自衛隊等関係機関と連携し、汚染（予
想）区域への立入制限、汚染、（予想）区域に所在する住民等の非汚染
区域への避難誘導を適切に行う。
　この際、現地に派遣される職員等に防護衣・手袋・ブーツ等を装着さ
せるとともに、適切な被ばく線量の管理を行う。
イ　区は、都及び自衛隊等関係機関が実施する除染及び汚水の処理等に
協力する。
ウ　関係機関は、避難住民等（運送に使用する車両及びその乗務員を含
む。）のスクリーニング及び除染その他放射性物質による汚染の拡大を
防止するため必要な措置を講じる。

④　汚染への対処
ア　区は、都及び警察・消防・自衛隊等関係機関と連携し、汚染（予
想）区域への立入制限、汚染、（予想）区域に所在する住民等の非汚染
区域への避難誘導を適切に行う。
　この際、現地に派遣される職員等に防護衣・手袋・ブーツ等を装着さ
せるとともに、適切な被ばく線量の管理を行う。
イ　区は、都及び自衛隊等関係機関が実施する除染及び汚水の処理等に
協力する。
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新宿区国民保護計画変更　　新旧対照表 資料４

計画該当項 新 旧

Ｐ１１
第１編第５章

区国民保護計画においては、以下のとおり都国民保護計画において想定
されている武力攻撃事態４類型及び緊急対処事態４類型を対象とする。
また、それぞれの類型において、ＮＢＣ兵器等を用いた攻撃が行われる
可能性があることも考慮する。
※Ｎ：核（物質）Ｎｕｃｌｅａｒ　Ｂ：生物剤Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ
Ｃ：化学剤Ｃｈｅｍｉｃａｌ

 本計画では、世界の首都や大都市で大規模なテロが多く発生している状
況や国内外の注目が集まる２０２０年東京オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会への危機管理の視点を踏まえ、緊急対処事態（大規模なテロ
等）への対処を重視する。

区国民保護計画においては、以下のとおり都国民保護計画において想定
されている武力攻撃事態４類型及び緊急対処事態４類型を対象とする。
また、それぞれの類型において、ＮＢＣ兵器等を用いた攻撃が行われる
可能性があることも考慮する。
※Ｎ：核（物質）Ｎｕｃｌｅａｒ　Ｂ：生物剤Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ
Ｃ：化学剤Ｃｈｅｍｉｃａｌ

３　２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会への危機管理の視点の記載
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別紙１ 

【新】 

【 指定地方行政機関 】（都国民保護計画抜粋） 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

関東総合通信局 １ 電気通信事業者・放送事業者への連絡調整 

２ 電波の監督管理、監視並びに無線の施設の設置及び使用の規律に関すること 

３ 非常事態における重要通信の確保 

４ 非常通信協議会の指導育成 

関東財務局 １ 地方公共団体に対する災害融資 

２ 金融機関に対する緊急措置の指示 

３ 普通財産の無償貸付 

４ 被災施設の復旧事業費の査定の立会 

東京税関 輸入物資の通関手続 

関東信越厚生局  救援等に係る情報の収集及び提供 

東京労働局 被災者の雇用対策 

関東農政局 １ 武力攻撃災害対策用食料及び備蓄物資の確保 

２ 農業関連施設の応急復旧 

関東森林管理局 武力攻撃災害復旧用材（国有林材）の供給 

関東経済産業局 １ 救援物資の円滑な供給の確保 

２ 商工鉱業の事業者の業務の正常な運営の確保 

３ 被災中小企業の振興 

関東東北産業保

安監督部 

１ 危険物等の保全 

２ 鉱山における災害時の応急対策 

 

 
関東地方整備局 １ 被災時における直轄河川、国道等の公共土木施設の応急復旧 

２ 港湾施設の使用に関する連絡調整 

３ 港湾施設の応急復旧 

関東運輸局 １ 運送事業者への連絡調整 

２ 運送施設及び車両の安全保安 

東京航空局 １ 飛行場使用に関する連絡調整 

２ 航空機の航行の安全確保 

東京航空交通管

制部 

航空機の安全確保に係る管制上の措置 

東京管区気象台 

 

気象状況の把握及び情報の提供 

第三管区海上保

安本部 

１ 船舶内に在る者に対する警報及び避難措置の指示の伝達 

２ 海上における避難住民の誘導、秩序の維持及び安全の確保 

３ 生活関連等施設の安全確保にかかる立入り制限区域の指定等 

４ 海上における警戒区域の設定等及び退避の指示 

５ 海上における消火活動及び被災者の救助・救急活動、その他の武力攻撃 

災害への対処に関する措置 

関東地方環境事

務所 

１ 有害物質等の発生等による汚染状況の情報収集及び提供 

２ 廃棄物処理施設等の被害状況、がれき等の廃棄物の発生量の情報収集 

北関東防衛局 １ 所管財産（周辺財産）の使用に関する連絡調整 

２ 米軍施設内通行等に関する連絡調整 

 

 

【旧】 

【 指定地方行政機関 】（都国民保護計画抜粋） 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

関東総合通信局 １ 電気通信事業者・放送事業者への連絡調整 

２ 電波の監督管理、監視並びに無線の施設の設置及び使用の規律に関すること 

３ 非常事態における重要通信の確保 

４ 非常通信協議会の指導育成 

関東財務局 １ 地方公共団体に対する災害融資 

２ 金融機関に対する緊急措置の指示 

３ 普通財産の無償貸付 

４ 被災施設の復旧事業費の査定の立会 

東京税関 輸入物資の通関手続 

関東信越厚生局  救援等に係る情報の収集及び提供 

東京労働局 被災者の雇用対策 

関東農政局 １ 武力攻撃災害対策用食料及び備蓄物資の確保 

２ 農業関連施設の応急復旧 

関東森林管理局 武力攻撃災害復旧用材（国有林材）の供給 

関東経済産業局 １ 救援物資の円滑な供給の確保 

２ 商工鉱業の事業者の業務の正常な運営の確保 

３ 被災中小企業の振興 

関東東北産業保

安監督部 

１ 危険物等の保全 

２ 鉱山における災害時の応急対策 

 

 
関東地方整備局 １ 被災時における直轄河川、国道等の公共土木施設の応急復旧 

２ 港湾施設の使用に関する連絡調整 

３ 港湾施設の応急復旧 

関東運輸局 １ 運送事業者への連絡調整 

２ 運送施設及び車両の安全保安 

東京航空局 １ 飛行場使用に関する連絡調整 

２ 航空機の航行の安全確保 

東京航空交通管

制部 

航空機の安全確保に係る管制上の措置 

東京管区気象台 

 

気象状況の把握及び情報の提供 

第三管区海上保

安本部 

１ 船舶内に在る者に対する警報及び避難措置の指示の伝達 

２ 海上における避難住民の誘導、秩序の維持及び安全の確保 

３ 生活関連等施設の安全確保にかかる立入り制限区域の指定等 

４ 海上における警戒区域の設定等及び退避の指示 

５ 海上における消火活動及び被災者の救助・救急活動、その他の武力攻撃 

災害への対処に関する措置 

関東地方環境事

務所 

１ 有害物質等の発生等による汚染状況の情報収集及び提供 

２ 廃棄物処理施設等の被害状況、がれき等の廃棄物の発生量の情報収集 

東京防衛施設局 １ 所管財産（周辺財産）の使用に関する連絡調整 

２ 米軍施設内通行等に関する連絡調整 

 



別紙２ 

【新】 

【 自衛隊 】 （都国民保護計画抜粋） 

 

 

 

 

 

【 指定公共機関・指定地方公共機関 】（都国民保護計画抜粋） 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

災害研究機関 武力攻撃災害に関する指導、助言等 

放送事業者 
警報及び避難の指示（警報の解除及び避難の指示の解除を含む。）の内容並

びに緊急通報の内容の放送 

運送事業者 
１ 避難住民の運送及び緊急物資の運送 

２ 旅客及び貨物の運送の確保 

電気通信事業者 
１ 避難施設における電話その他の通信設備の臨時の設置における協力 

２ 通信の確保及び国民保護措置の実施に必要な通信の優先的取扱い 

電気事業者 電気の安定的な供給 

ガス事業者 ガスの安定的な供給 

水道事業者 

水道用水供給事業者 

工業用水道事業者 

水の安定的な供給 

日本郵便株式会社 郵便の確保 

一般信書便事業者 信書便の確保 

病院その他の医療機関 医療の確保 

河川管理施設、道路、

港湾、空港の管理者 
河川管理施設、道路、港湾及び空港の管理 

日本赤十字社 

１ 医療救護 

２ 外国人の安否調査 

３ 赤十字救援物資の備蓄及び配分 

４ 災害時の血液製剤の供給 

５ その他の救援 

日本銀行 

１ 銀行券の発行並びに通貨及び金融の調節 

２ 資金決済の円滑の確保を通じ信用秩序の維持に資するための措置 

３ 金融機関の業務運営の確保に係る措置 

４ 金融機関による金融上の措置の実施に係る要請 

５ 各種処置に係る広報 

６ 海外中央銀行等との連絡・調整 

【旧】 

【 自衛隊 】 （都国民保護計画抜粋） 

 

 

 

 

 

【 指定公共機関・指定地方公共機関 】（都国民保護計画抜粋） 

機関の名称 事務又は業務の大綱 

災害研究機関 武力攻撃災害に関する指導、助言等 

放送事業者 
警報及び避難の指示（警報の解除及び避難の指示の解除を含む。）の内容並

びに緊急通報の内容の放送 

運送事業者 
１ 避難住民の運送及び緊急物資の運送 

２ 旅客及び貨物の運送の確保 

電気通信事業者 
１ 避難施設における電話その他の通信設備の臨時の設置における協力 

２ 通信の確保及び国民保護措置の実施に必要な通信の優先的取扱い 

電気事業者 電気の安定的な供給 

ガス事業者 ガスの安定的な供給 

水道事業者 

水道用水供給事業者 

工業用水道事業者 

水の安定的な供給 

日本郵政公社 郵便の確保 

一般信書便事業者 信書便の確保 

病院その他の医療機関 医療の確保 

河川管理施設、道路、

港湾、空港の管理者 
河川管理施設、道路、港湾及び空港の管理 

日本赤十字社 

１ 医療救護 

２ 外国人の安否調査 

３ 赤十字救援物資の備蓄及び配分 

４ 災害時の血液製剤の供給 

５ その他の救援 

日本銀行 

１ 銀行券の発行並びに通貨及び金融の調節 

２ 銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を通じた

信用秩序の維持 

 

機 関 の 名 称  事 務 又 は 業 務 の 大 綱  

陸 上 自 衛 隊 

東部方面総監部 
武力攻撃事態等における国民保護措置の実施及び関係機関が実施する国民保護

措置の支援等（避難住民の誘導、避難住民の救援、武力攻撃災害への対処、応

急復旧など） 

   

海 上 自 衛 隊 

横須賀地方総監部 

航 空 自 衛 隊

作戦システム運用隊  

機 関 の 名 称  事 務 又 は 業 務 の 大 綱  

陸 上 自 衛 隊 

東部方面総監部 
武力攻撃事態等における国民保護措置の実施及び関係機関が実施する国民保護

措置の支援等（避難住民の誘導、避難住民の救援、武力攻撃災害への対処、応

急復旧など） 

   

海 上 自 衛 隊 

横 須 賀 地 方 隊 

航 空 自 衛 隊 

航 空 総 隊 



別紙３ 

【新】 

【 区の各部等における平素の業務 】 

 部局名          平 素 の 業 務 

 
総合政策部 

１ 武力攻撃災害の復旧の総合調整に関すること 

２ 帰宅困難者対策の整備に関すること 

 

総務部 

１ 国民の権利利益の救済に関する手続きの整備に関すること 

２ 職員の参集基準の整備に関すること 

３ 庁舎における警戒等の予防対策に関すること 

 

危機管理担当部 

１ 国民保護に関する総合調整に関すること  

２ 国民保護協議会の運営に関すること 

３ 物資及び資材の備蓄等に関すること 

４ 国民保護措置の研修及び訓練に関すること 

５ 安否情報の収集体制の整備に関すること 

６ 特殊標章等の交付に関すること 

７ 警報、避難の指示、緊急通報の内容の伝達・通知体制の整備に関すること 

８ 被災情報の収集・提供体制の整備に関すること 

９ 国民保護に関する広報及び広聴に関すること 

 
地域振興部 

文化観光産業部 

１ 在住外国人関係団体等との情報連絡及び調整に関すること 

２ ボランティア等の支援に関わる総合調整に関すること 

 東京オリンピッ

ク・パラリンピック

開催等担当部 

１ 東京オリンピック・パラリンピックの安全・安心に関すること 

 福祉部 

子ども家庭部 

１ 要配慮者用避難施設の整備に関すること 

２ 要配慮者の安全確保及び支援体制の整備に関すること 

 

健康部 

１ 医療、医薬品等の供給体制の整備に関すること 

２ 医師会及び医療機関との連携に関すること 

３ 危険物質等の管理体制の整備に関すること 

 みどり土木部 １ 土木施設の応急復旧体制の整備に関すること 

 環境清掃部 １ 廃棄物（し尿を含む。）の処理体制の整備に関すること 

 
都市計画部 

１ 応急仮設住宅等の確保及び応急修理体制の整備に関すること 

２ 区立住宅等の復旧体制の整備に関すること 

 教育委員会 

事務局 

１ 園児、児童及び生徒の避難体制の整備に関すること 

２ 教育施設の警戒等の予防策に関すること 

※ 国民保護に関する業務の総括、各部等間の調整、企画立案等については、 

  国民保護担当部課長が行う。 

 

 

 

 

【旧】 

【 区の各部等における平素の業務 】 

  部局名          平 素 の 業 務 

 

  区長室 

１ 国民保護に関する総合調整に関すること  

２ 国民保護協議会の運営に関すること 

３ 物資及び資材の備蓄等に関すること 

４ 国民保護措置の研修及び訓練に関すること 

５ 安否情報の収集体制の整備に関すること 

６ 特殊標章等の交付に関すること 

７ 警報、避難の指示、緊急通報の内容の伝達・通知体制の整備に関すること 

８ 被災情報の収集・提供体制の整備に関すること 

９ 国民保護に関する広報及び広聴に関すること 

 

総合政策部 
１ 武力攻撃災害の復旧の総合調整に関すること 

２ 帰宅困難者対策の整備に関すること 

  

 総務部 

１ 国民の権利利益の救済に関する手続きの整備に関すること 

２ 職員の参集基準の整備に関すること 

３ 庁舎における警戒等の予防対策に関すること 

 

 地域文化部 

１ 在住外国人関係団体等との情報連絡及び調整に関すること 

２ ボランティア等の支援に関わる総合調整に関すること 

福祉部 

子ども家庭部 

 

１ 要援護者用避難施設の整備に関すること 

２ 要援護者の安全確保及び支援体制の整備に関すること 

 

健康部 

１ 医療、医薬品等の供給体制の整備に関すること 

２ 医師会及び医療機関との連携に関すること 

３ 危険物質等の管理体制の整備に関すること 

みどり土木部 １ 土木施設の応急復旧体制の整備に関すること 

 
環境清掃部 １ 廃棄物（し尿を含む。）の処理体制の整備に関すること 

 

都市計画部 

  

１ 応急仮設住宅等の確保及び応急修理体制の整備に関すること 

２ 区立住宅等の復旧体制の整備に関すること 

教育委員会 

事務局 

１ 園児、児童及び生徒の避難体制の整備に関すること 

２ 教育施設の警戒等の予防策に関すること 

※ 国民保護に関する業務の総括、各部等間の調整、企画立案等については、 

  国民保護担当部課長が行う。 

 



別紙４ 

【新】 

【対策本部長、副本部長及び本部員の代替職員】 

 名 称  代替職員（第１順位）  代替職員（第２順位）  代替職員（第３順位） 

  対策本部長      副区長（職務代理順序による） 

副本部長 危機管理担当部長 危機管理課長 総務課長 

本部員 各本部員があらかじめ指定する職員 

 

≪緊急物資等の配送の概要≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【危機管理対策会議の構成等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【旧】 

【対策本部長、副本部長及び本部員の代替職員】 

 名 称  代替職員（第１順位）  代替職員（第２順位）  代替職員（第３順位） 

  対策本部長      副区長（職務代理順序による） 

副本部長 区長室長 危機管理課長 区政情報課長 

本部員 各本部員があらかじめ指定する職員 

 

≪緊急物資等の配送の概要≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【危機管理対策会議の構成等】 

 

 

 

 

都 

警 察 

消防機関 

自衛隊 

その他関係機関 

 

参集職員 

・副区長 

・総務部長、危機管理担当部長 

・総務課長、危機管理課長 

・関係部署の長 

区    長 

迅速な情報収集・提供 

※全庁的な情報の収集、対応策 

の検討等にあたる。 

区 市 町 村

運 送

区 市 町 村

都
地 域 内 輸 送

拠 点

( 区 市 町 村 庁

舎 、体 育 館 等 )

食 品 等 集 積 地

（ 交 通 ・ 連 絡 に 便

利 な 避 難 場 所 、

避 難 所 、 公 共 施

設 、 広 場 等 ）

都 備 蓄 倉 庫

他 道 府 県

応 援 物 資

外 国

応 援 物 資

国

応 援 物 資

調 達 物 資

事 業 者

調 達 (収 用 )

物 資

空 港 ・港 湾

広 域 輸 送

拠 点

（ ト ラ ッ ク

ター ミナ ル 、

駅 、 空 港 ・

港 湾 等 ）

避 難 場 所

避 難 所

（救 援 セ ン ター ）

都 運 送

都 運 送

区 市 町 村

備 蓄 倉 庫
(都 事 前 配 置 備 蓄

物 資 を含 む 。 )

都 運 送

都 運 送

国 運 送

他 県 等 運 送

配 送

配 送

配 送

 

都 

警 察 

消  防 

自衛隊 

その他関係機関 

 

参集職員 

・副区長 

・区長室長、総務部長 

・区政情報課長、危機管理課長 

・総務課長 

・関係部署の長 

区    長 

迅速な情報収集・提供 

※全庁的な情報の収集、対応策 

の検討等にあたる。 

広域輸送 

基 地 



別紙５ 

【新】 

【国民の権利利益の救済に係る手続項目一覧】  

  担当課 

損失補償 

（法第159条第1項） 

特定物資の収用に関すること。（法第81条第2項）  

 

危機管理担当部 

危機管理課 

 

特定物資の保管命令に関すること。（法第81条第3項） 

土地等の使用に関すること。（法第82条） 

応急公用負担に関すること。（法第113条第1項・5項） 

損害補償 

（法第160条） 

国民への協力要請によるもの 

（法第70条第1・3項、80条第1項、115条第1項、123条第1項） 

不服申立てに関すること。（法第6条、175条） 総務部総務課 

訴訟に関すること。（法第6条、175条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【旧】 

【国民の権利利益の救済に係る手続項目一覧】  

  担当課 

損失補償 

（法第159条第1項） 

特定物資の収用に関すること。（法第81条第2項）  

 

区長室危機管理課 

 

特定物資の保管命令に関すること。（法第81条第3項） 

土地等の使用に関すること。（法第82条） 

応急公用負担に関すること。（法第113条第1項・5項） 

損害補償 

（法第160条） 

国民への協力要請によるもの 

（法第70条第1・3項、80条第1項、115条第1項、123条第1項） 

不服申立てに関すること。（法第6条、175条） 総務部総務課 

訴訟に関すること。（法第6条、175条） 
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